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みくりやファミリーフェスタ

当日は朝から雲ひとつない青空が広がり絶好の開催日和となりました。部会長・地区長開会挨拶、来賓祝辞（草地市長・
江間県議・江塚市議）をいただき予定通り午前９時開会となりました。参加人数280人超の多くの方に、ご参加いただき
バルバレー、モルック、輪投げ、ペタボード、駄菓子屋、綿菓子・ポップコーンサービスなどで楽しんでいただきました。

文教部会 役員・委員の皆さま事前準備から当日のファミリーフェスタ運営まで、ご協力ありがとうございました。

神明中学校体育祭「緑風祭」

「紡げ神明の絆、刻め最高の一瞬を」のスローガンのもと自分に与えられた使命をはたし、一つの目標に向かって

頑張ることでクラスの団結力を深めることができました。心を重ね、力を合わせ神明の森に400数名の声援が一日響き渡
りました。限りある時間の中で精一杯練習を重ねてきた成果が十分に発揮できた素晴らしい緑風祭でした。

道路交通法一部改正

✤ながらスマホ〈携帯電話使用等（保持）〉

☆運転中、スマートフォンなどを手に持って、

通話したり画面を見続けたりしてはなり
ません。

令和８年４月１日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度（反則金制度）が適用されます。

規定の違反行為（反則行為）に対し、交通反則切符（青切符）による取締りが始まりました。

歩道通行のルールを再確認しましょう！

✤右側通行〈通行区分違反〉

☆自転車は、自動車と同じ左側通行です。歩道
がある道路では車道の左端、歩道がない道路
では道路の左端に寄って通行しなければなり
ません。

反則金 12,000円

罰則・・・6月以下の拘禁刑または

10万円以下の罰金

✤遮断踏切立入り

☆遮断機が閉じようとしているときや閉じてい
る間、警報機が鳴っている間は、踏切に入っ
てはなりません。

反則金 7,000円

罰則・・・3月以下の拘禁刑または

5万円以下の罰金、
過失10万円以下の罰金

✤傘差し運転〈公安委員会遵守事項違反〉

☆視野を妨げたり、走行が不安定になったりす
るおそれのある方法で運転してはなりません。

反則金 6,000円

罰則・・・3月以下の拘禁刑または

5万円以下の罰金

✤信号無視（赤色等）

☆「車両用信号機」の信号に従うのが原則です
が「歩行者・自転車専用信号機」がある場合
はその信号に従い「歩行者用信号機」がある
横断歩道を通行する場合はその信号に従わな
ければなりません。

✤一時不停止〈指定場所一時不停止等〉

☆「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一
時停止して、安全を確かめてから通行しなけ
ればなりません。

反則金 6,000円

反則金 5,000円

罰則・・・5万円以下の罰金

反則金 5,000円

※点滅信号を無視した場合の反則金は5,000円

※物を担いだり、手に持ったりして運転することも

走行が不安定になりやすい危険な行為です。

①「歩道通行可の標識・標示がある場合や、車道通行が危険な場合などは、歩道を通行できる

☆自転車は車道通行が原則ですが、以下の場合は歩道を通行することができます。

①「歩道通行可」を示す標識や道路標示がある場合
②13歳未満の子どもや70歳以上の人、体の不自由な人が運転する場合
③車道で道路工事をしている、車道の幅が狭く車が多いなど、車道通行が危険な場合

②歩道では車道寄りを徐行し、歩行者を優先

☆歩道では、以下のことを守らなければなりません。

①歩道の中央から車道寄りの部分を通行する。
②自転車が通行するべき部分が道路標示で示されているときは、その部分（通行指定部分）

を通行する。
③すぐに止まれるような速度で進行（徐行）し、歩行者が立ち止まったり、避けなければな

らなくなったりするようなときは一時停止する。

対象となる違反行為は75種類（下記は反則行為の一例） 16歳以上の人が取締りの対象！

罰則・・・3月以下の拘禁刑または

5万円以下の罰金、
過失10万円以下の罰金

「歩道通行可」

を示す標識

自転車マナー向上指導強化の日 5/20
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自転車マナー向上指導強化の日 5/20

午前７時３０分から地域づくり協議会役員・正副自治会長

の皆さんに参加していただき医王寺交差点で街頭キャン

ペーンを実施しました。通勤・通学の皆さんに正しい自転

車の利用をのぼり旗を持って啓発活動を行いました。

子育てサロン「うさぎっ子」 5/8

御厨地区の子育てサロン、うさぎっ子をご紹介します。

うさぎっ子は、０歳から未就学児までのお子様とお家の

方を対象に、月１回無料で開催しています。予約不要です。

お気軽にご参加ください。みんな遊びに来てね！

七夕・花火教室 開催

[第１４回七夕・花火教室]を開催します。ご家族そろって

ご近所のみなさんお誘い合わせてお越しください。

日 時：令和 8年 8月 1日（土） 17：30～20：00

場 所：御厨交流センター グラウンド 参加費：無料

費 用：100円（受講料なし・材料費100円）

申込み：6月25日（木）8：30～ 御厨交流センター

持ち物：筒が垂直な炭酸飲料用ペットボトル（1.5ℓ)    

日 時：7月25日（土） 9：00～12：00

対 象：小学生（3年生以下は保護者同伴）

費 用：200円（受講料）

シニアのための優しいヨガ 【全２回】

ヨガは体に優しく、自律神経も整えてくれます。座ったり、
寝転がったりしてヨガを体験しましょう。男性も歓迎します。

日 時：7月１日（水）15日（水） 10：00～11：00

対 象：大人 定 員：8人

持ち物：ヨガマット又はバスタオル・飲み物・フェイスタオル

申込み：6月11日（木）8：30～ 御厨交流センター

☆夏休み子どもチャレンジ☆ 水ロケットを飛ばそう！

ペットボトルを使って水ロケットを作ります。
かっこよくできたら発射装置で夏の大空へ３・２・１ＧＯ！

牛乳パック（1ℓ）はさみ・30㎝の定規・
新聞紙・帽子・飲み物

日 曜

1 水

9 木

10 金

10 金

15 水

16 木

17 金

25 土

28 火

　　　　　　　　　        　7月の会議・講座・行事・その他

行 事 時間 場所

講座　シニア男性の優しいヨガ　（全２回） 10：00～11：00 御厨交流センター

講座　シニア男性の優しいヨガ　（全２回） 10：00～11：00 御厨交流センター

第4回御厨地区自治会役員会 19：00～21：00 御厨交流センター

一斉街頭キャンペーン：夏の全国交通安全運動（7/11～7/20） 7：15～　7：45 医王寺・新貝ファミマ交差点

子育てサロン『うさぎっ子』～０歳から未就学児とおうちの方～ 10：00～11：30 御厨交流センター

講座　体組成計測定＆健康体操（主催：地域包括支援センター） 9：30～11：30 御厨交流センター

東部小・神明中　一学期終業式 ― 東部小・神明中

講座　☆夏休み子どもチャレンジ☆水ロケットを飛ばそう！ 9：00～12：00 御厨交流センター

夏休み子ども寺子屋（対象：小学生）7/28・29・30の３日間 9：30～11：30 御厨交流センター

（行事は日程の都合などで変更になる場合があります）


